
平成２７年 ４月２０日 
入札参加登録企業 各位 
 

都市政策部 技術管理センター 
技 術 管 理 課 

 
平成 27 年度 土木積算基準における諸経費率の改定について 

（お知らせ） 
 
 
改正品確法の基本理念および発注者責務を果たすため，担い手の中長期的な育

成・確保のための適正な利潤が確保できるよう，国土交通省では平成２７年４月か

ら適用する積算基準の改定を公表しました。 

新潟市では，新潟県土木部と同様に平成２７年４月２０日から適用する土木工事

等の積算基準において諸経費率を改定することをお知らせします。 

これに伴い，新潟市が発注する土木工事等の適用については，下記のとおりとし

ます。 
 

記 
１ 改定図書 

  ・積算基準〔４ 下水道 〕（平成２６年１０月３０日以降適用） 

・積算基準〔６ 機械・電気通信設備 〕（平成２６年１０月３０日以降適用） 

 

２ 改定内容 

   別紙（改定対照表）のとおり 

 
３ 適用日 

平成２７年４月２０日以降入札に係る公告及び通知する工事又は委託 
から適用します。 

 

 

 

問合せ先  新潟市都市政策部技術管理センター技術管理課 
 積算情報担当（電話 025-226-3081） 
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平成２６年度(１０月 日以降適用)　積算基準〔４下水道〕　　改定対照表
改定前 改定後（平成27年4月20日以降適用）
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平成２６年度(１０月３０日以降適用)　積算基準〔６機械・電気通信設備〕　　改定対照表
改定前 改定後（平成27年4月20日以降適用）
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平成２６年度(１０月３０日以降適用)　積算基準〔６機械・電気通信設備〕　　改定対照表
改定前 改定後（平成27年4月20日以降適用）
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平成２６年度(１０月３０日以降適用)　積算基準〔６機械・電気通信設備〕　　改定対照表
改定前 改定後（平成27年4月20日以降適用）

第21章
①-4-1
(2)

Ⅸ-21-2


	H270401_（外部向け）土木積算基準 諸経費率改定（通知）_20150330
	Ｈ270420〔４ 下水道〕改定対照表
	Ｈ270420〔６ 機械・電気通信設備〕改定対照表

